
はじめに

　宗教団体の内部紛争についての法理論構成は、基本的人権の私人間効力、傾

向経営体、部分社会論の判断枠組と共通する側面がある。しかし、宗教団体の

内部紛争については、日本国憲法20条に根拠を置く宗教団体の自律権からする

独自の判断枠組が存在する。例えば、最高裁判所は、宗教団体の内部紛争に関

し、!訴訟物が宗教上の教義・地位それ自体である場合には、宗教上の地位の

存否や懲戒処分の効力の有無の確認訴訟は、法律上の争訟に該当せず、"具

体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟であっても、実質的な争点とし

て、宗教上の教義・信仰内容を判断せざるをえない場合は、法律上の争訟性を

欠く、という判例法理を確立している１）。

　この判例法理に、宗教団体の内部紛争についての判断基準も準拠しなければ

ならない。それにもかかわらず、上述の判断枠組相互の区別については、我国

においては、未だ必ずしも明確には意識されてはいない。そこで本稿は、ドイ

ツにおける教会内部の労働法関係を教会の自律権の憲法上の保障の観点から考

察し、ラインハルト・リヒアルディの理論２）を参考にして、それらの区別を明

確にせんとするものである。

　ドイツのボン基本法140条は、ワイマール憲法の教会条項を編入し、国教会

を否定しつつ、教会の固有事務に関する独自の立法権と教会裁判制度を含む教

会の自律権を承認し、教会に公法上の団体の地位を与えるなど、独特の「国家

教会法」を定めている３）。我国には、ドイツのように、教会法、経営組織法、
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共同決定法、連邦職員代表法のような法制もなく、教会労働組合なるものも存

在しないに等しいので、その相違を認識しつつ、教会の自律権の憲法上の保障

の意義を中心に論じる。

　なお、教会の自律権に関する文献は、我国においては少なく、最近の論文と

しては、石川健治と塩津徹会員の優れた先行研究がある４）。

Ⅰ．ドイツのボン基本法における教会の自律権の憲法上の保障

１．コンラート・ヘッセによる憲法上の教会自律権論の整理

　まず最初に、教会の自律権理論について、この分野の基本的文献であるコン

ラート・ヘッセの論文により、簡単に整理しておく５）。

　ヘッセによれば、教会の自律権というのは、教会と宗教団体が自己の事務

を、「すべての人に適用される法律の限界内で」、国の介入から自由に、処理

し、管理する権利である。

　それは、1848年のプロイセン憲法12条以来、ドイツ国家教会法の確固たる基

礎になっている。現行憲法上の根拠は、ワイマール憲法137条３項を編入した

ボン基本法140条にある。信教の自由を定める基本法４条も自律権を保障して

いる。そこでは、固有事務の処理とは、自主立法制定の自由、管理とは、指導

および組織に関する決定の自由を意味し、これには、教会裁判所判決の独立性

をも含む。

　ここで問題なのは、教会および宗教団体の固有事務の範囲であるが、これに

ついては、ヘッセによると、ワイマール憲法時代には、プロイセン上級行政裁

判所の、ラント法によって規定されるとする国家決定説、アンシュッツの、裁

判判決によって決定されるとするライヒ憲法規定説、エバースによる、事物の

本性によって客観的に決定されるとする憲法前提説がある。ボン基本法制定後

は、エバース説を踏襲した、事物の構造によって客観的に決定されるという、

ミカート説、教会と宗教団体の理解が基準となるとするヘッケル説がある６）。
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２．教会の自律権の憲法上の保障に関する連邦憲法裁判所決定

　教会の自律権の憲法上の保障に関する連邦憲法裁判所の決定には、1965年２

月17日の「教区分割決定」７）、1968年10月16日の「廃品回収運動決定」８）、1976

年９月21日の「ブレーメン牧師決定」９）、1977年10月11日の「ゴッホ事件決定」10）、

1980年３月25日の「ノルトラインーウェストファーレン州病院法決定」11）、1981

年２月17日の「公勤務・運輸・交通労働組合の立入権決定」12）、1983年12月13日

の「破産賃金喪失手当割当金決定」13）、1985年６月４日の「忠誠義務決定」14）が

ある。

　1965年の「教区分割決定」において、既に、教会は、本質的に国家から独立

した自律権を有する制度であるということが憲法上承認されており、公権力で

ある教会の法秩序の自主性・独立性も認められている。しかし何と言っても、

教会の自律権の憲法上の保障の先例と目すべきは、1985年の「忠誠義務決定」

である。これは、カトリックの青少年寮の出納係が、教会から脱退し解雇され

た事件と、カトリック教徒で公勤務・運輸・交通労働組合員であるカトリック

慈善病院の勤務医が、雑誌記事の中で、堕胎罪を定める刑法218条に反対する

意見に同調して、妊娠中絶絶対禁止のカトリック教会の教義と倫理の基本原則

に背反し、教会に対する忠誠義務に違反するとして解雇された事件に対する決

定である。

　この決定の中で、連邦憲法裁判所は、教会の自律権の憲法上の保障につい

て、次のような原則的立場を判示している。即ち、①教会の自律権の法的根

拠は、ワイマール憲法137条３項と結合した基本法140条であり、これらは、宗

教団体、したがって教会にも自己の事務を独立して、すべての人に適用される

法律の制限の範囲内で処理し、管理する自由を保障する。②教会の自己処理・

自己管理の保障は、公法上の団体である「組織的教会」のみならず、教会の自

己理解に従って、その目的ないし使命に即して、教会の使命の一部を擁護し、

遂行する場合に、その法的形式にかかわらず、教会付属施設にも帰属する。

③教会の自己管理・自律権は、教会の基本的使命の観点から規定される慈善・

社会奉仕の使命の追求の中でなされるすべての措置、例えば構造的性質を有す

る準則、および職員採用人事をも包括する。固有事務の処理と管理の自由の保
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障は、教会の宗教的生命および活動の自由に、自己の生命に不可欠の、組織・

規範定立・管理に関する決定の自由を追加するという、法的に独立した保障の

意義を有する。④教会の自律権の憲法上の保障は、教会に、その施設の中で

の勤務内容と法的形式に関して判定することを保障する。したがって、それは

教会の労働関係の形成にとって本質的な意味をもつ。⑤教会は、教会所属の

被用者に、教会の教義・倫理の基本原則の尊重義務（忠誠義務）を課する権能

を有する。

　要するに、教会の自律権の憲法上の保障は、本来、教会が国家から独立し、

その権力が国家から派生しないことに起源がある15）。その結果、教会には立法

裁量が保障され、勤務組織・官職授与の要件等を自主的に規律できる。また、

聖職者が職務を執行する限り、労働法は勤務関係に適用されない16）。これらは

国法秩序からの除外ではなく、国法秩序内部における特別の地位を意味してい

る17）。したがって、公法上の団体の地位を有する教会は、公務員雇用能力をも

つが、公務員法大綱法の遵守を強制されない18）。

３．教会法優位説と国法優位説

　公法上の団体の地位を有する教会が、私法的法形式を採用する場合には、国

の労働法の適用の問題、即ち、教会法が優位するか、あるいは国法が優位する

かという問題が発生する。これにつき、教会法優位説と国法優位説の対立があ

るが、教会が私法的組織形態を採用した場合は、被用者は契約関係に立脚する

ので、国の労働法の適用は排除されないことから、国法優位説が通説となって

いる19）。これに対し、連邦憲法裁判所の「忠誠義務決定」は、教会法優位説に

たっている20）。

４．教会自律権の制約留保の意義

　ワイマール憲法137条３項は、「各宗教団体は、すべての人に適用される法律

の制限の範囲内で、独立に、その事務を処理し、かつ管理する。宗教団体は、

国または市町村の協力なしに、その役職を授与する」と規定している。この規

定から、教会自律権に「すべての人に適用される法律の制限の範囲内で」とい
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う制約留保が付されていることが判る。

　では、この制約留保をどう理解すべきか。連邦憲法裁判所は、教会自律権の

制約留保につき、「ブレーメン牧師決定」では、「教区分割決定」を引用しつつ、

教会の純内部事項には、「すべての人に適用される法律」は拘束力がないと判示

した21）。「ノルトラインーウェストファーレン州病院法決定」では、「ブレーメ

ン牧師決定」を引用して、「すべての人に適用される法律」は、憲法の実質的価

値の観点から解釈されると判示して、教会の特別の独立性を強調した22）。「破

産賃金喪失手当割当金決定」は、教会の自由と制約目的の相互作用は適切な利

益衡量で解決すべきと判示した23）。

　これらの決定においては、教会の自己理解が国家を拘束するという見解が維

持されている。したがって、教会の自律権の制約留保は教会法秩序と憲法との

整合性の基礎という意義を持つ24）。

５．憲法上の自律権に基づく自主立法としての教会労働法

　教会は、憲法上の自律権に基づき、自主立法としての教会労働法を制定でき

る。その適用範囲は、教会組織だけではなく、教会付属のすべての組織に及

ぶ25）。教会が公法上の資格を保障されると、ワイマール憲法137条５項と結合

した基本法140条によって、公務員任用能力をもつので、独自の勤務法を、信

仰にのっとった理解に従って、公法の基礎の上に創設できる。ただし、これに

は法律の制約留保が伴うが、その解釈は、教会の自律権の憲法的保障の価値決

定に服するというのが連邦憲法裁判所の公式である26）。

　教会の施設が、私法的形式を採用し、国の労働法が適用される場合でも、教

会の固有事務を保障する自律権の憲法的保障が本質的意義をもつので、そのこ

とから、教会の被用者は、契約締結によって、教会的な生活態度を持する忠誠

義務が発生する27）。

６．教会の被用者の教会的な生活態度を持する忠誠義務

　この忠誠義務は、教会の信仰・倫理的教義の基本的原則を生活態度において

遵守する義務であって、忠誠義務違反は解雇事由となる28）。連邦労働裁判所
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は、この忠誠義務を、自律権から導かれる宣教の使命を遂行する職員の義務、

あるいは教会と同視されるか、教会の信用にかかわる程、密接に特殊社会的使

命に対応する義務と位置づけて等級化している29）。

　これに対して、連邦憲法裁判所は、「忠誠義務決定」において、連邦労働裁判

所の忠誠義務の限界画定と等級化の基礎づけを、違憲の方法で教会の独立の事

務処理の自由を制限するものであるとしている30）。連邦憲法裁判所は、教会

と、その宣教の信用、教会の特有の使命、信仰・倫理的教義の基本原則との近

接度［距離］の意義、その重大な違反についての拘束力ある決定は、原則的に

［組織的教会］（verfaﾟte Kirche）31）に委ねられ、忠誠義務の等級化の決定は教

会の自律権に属すると判示した32）。

　すなわち、1984年３月23日の連邦労働裁判所の判決では、カトリックの青少

年寮の会計係の教会脱退は、信仰上の原則に対する重大な違反ではないので、

解雇事由にならないと判示したが33）、連邦憲法裁判所の［忠誠義務決定］は、国

家には宗教の教義にかかわる権限がなく、教会の立法者は自律権の憲法上の保

障に基づき、契約内容を教会勤務の信仰に即した自己理解に基礎づけることが

許されるので、職員の忠誠義務の等級化については、原則的に組織的教会の基

準によると判示し、連邦労働裁判所判決を取り消したのである34）。リヒアル

ディも、これを世俗的傾向経営体の基準を教会勤務関係に持ち込むものと批判

している35）。

７．傾向労働関係と教会勤務関係の本質的相違

　教会勤務関係は特殊な性格をもっており、傾向労働関係と本質的に異なって

いるが、これについては、連邦憲法裁判所の「ブレーメン牧師決定」が、教会

は、精神的・宗教的使命に特殊性を有し、部分的利益を代表する他の社会団体

とは異なり、国家と同様に全体としての人間に訴えかけると判示している。カ

ンペンハウゼンも、明確に教会とその施設は傾向経営体ではなく、その特殊な

地位は、教会の憲法上の自律権に由来するものと説いている36）。
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８．教会の基本権拘束の問題―基本権の第三者効力と保護義務

　この問題は、教会が私法形式を用いる場合に生じるが、これについては、連

邦労働裁判所の1978年４月25日判決37）と1984年10月31日判決38）の、婚姻を理由

とする解雇の事例が挙げられる。いずれも婚姻解消の原理的禁止という教会の

自己理解は、教会の自律権の憲法上の保障の下にあり、国家の婚姻観を教会は

受容しなくともよいと判示している。

　ここで基本法６条１項との関係が問題になってくる。基本法６条１項は、

1957年１月17日の連邦憲法裁判所の「夫婦合算課税事件決定」39）によると、婚姻

と家庭特有の私的領域を保護する古典的基本権であり、制度的保障であるのみ

ならず、公法・私法に及ぶ婚姻と家庭の領域全体についての原則規範、即ち、

拘束力のある価値決定ということになる。

　したがって、教会が労働関係に私法形式を用いた場合、教会は基本権に拘束

されるかという問題が生じる。しかもここでは、私法関係における基本権効力

の問題と国家の基本権保護義務の問題が生じる。

　基本権の私人間効力の問題については、連邦労働裁判所は、基本権衝突の局

面と捉え、解雇保護法１条２項における利益衡量の枠組の中で、結局、教会の

自律権の憲法上の保障を優越させている40）。国家の基本権保護義務について

は、基本権保護のための私法関係形成は広範な立法裁量に委ねられているの

で、ワイマール憲法137条３項の「すべての人に適用される法律」の問題となっ

て、結局は教会の自律権の憲法上の保障が優越することとなる41）。

Ⅱ．教会自治と被用者保護法

１．公法上の団体である教会・宗教団体への国の労働法の適用免除（教会条項）

　教会の自律権の憲法上の保障から、公法上の団体である教会および宗教団体

に、国の労働法の適用が免除され、自治立法権が与えられる。そのことを、例

えば、労働協約を適用除外とする経営組織法118条２項、雇用促進法６条３項

の教会条項が示している。ただし、それには「すべての人に適用される法律の

制限の範囲内」（ワイマール憲法137条３項）の制限留保が付されるが、そのよ

うな法律には、営業法や少年労働保護法が属し、解雇保護法も同様である。



130

２．教会が自主労働立法する場合の被用者の団結権と教会の自律権の関係

　教会が自主労働立法をする場合に、被用者の団結権と教会の自律権との関係

が問題になる。これは、教会の基本権拘束という理論的枠組で論じられるが、

判例・学説では未解決のままである42）。カンペンハウゼンは、基本権は国家対

向的であって、教会対向的ではないと説き43）、ヘッセは、ワイマール憲法137

条３項の「すべての人に適用される法律」を経由する方法で教会の直接的基本

権拘束が生じると説く44）。また、団結自由を保障する基本法９条３項２文が直

接的第三者効力をもつことから教会を拘束し、教会の自由を限界づけるとする

学説もある45）。

　連邦憲法裁判所の「公勤務・運輸・交通労働組合の立入権決定」も、基本法

９条３項は、ワイマール憲法137条３項の意味での「すべての人に適用される法

律」であって、基本法140条の教会条項は、他の基本権と同格であるとして、基

本法９条３項の教会への妥当を認めているが、同時に、第三者効力は団結の自

由と教会の自律権の関係については何も言ってないと判示している46）。リヒア

ルディは、基本法９条３項は、第一次的には自由権として保障されていて、

「すべての人に適用される法律」ではない。したがって、団結自由の効力は、ワ

イマール憲法137条３項の制約留保から根拠づけられない。結局、制約留保は、

基準とならないと説いている47）。

　連邦憲法裁判所の「共同決定判決」は、基本法９条３項は、労働協約制度の

みが、労働関係の秩序形成の唯一の形式ではないと判示して、教会独自の労働

立法制度を許容している。ただし、教会の自律権の憲法上の保障からは、争議

権は排除されるとしている48）。

３．教会の労働法制定法

　教会の労働法制定法に関しては、福音主義教会では、教会勤務は、聖職者法

と教会官吏法の中で規律されている。教会の職員と被用者については、勤務契

約法と被用者代表法の形で定められている。カトリック教会においては、聖職

者の勤務法は、教会法が規律している。労働契約については、「司教区民領域

に対する委員会による労働契約法の制定に協力するための命令」、「上位司教区
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民領域に対する委員会による労働契約法の制定に協力するための命令」が決議

されており、「ドイツ・カリタス会の労働契約指針」が存在する。上の二つの命

令により労働契約制定の協力のために労働法委員会が組織されるが、その決議

に対しては教会法が優位し、司教が最終決定権をもつ49）。連邦労働裁判所は、

カリタス会の労働契約指針は、規範的性格を有しないが、基本権効力の点で労

働協約と同等の扱いを受け、基本法３条１項に照らして審査されると判示して

いる50）。

Ⅲ．教会の経営組織法

　国の共同決定法１条４項２文、経営組織法118条２項、連邦職員代表法112条

は、宗教団体とその社会奉仕的・教育的施設を適用範囲から除外している。こ

れは、基本法４条２項の宗教行事の基本権およびワイマール憲法137条３項と

結合した基本法140条の教会自律権の憲法上の保障という基本法の国家・教会法

秩序が立法において保障されたものである。これは、連邦労働裁判所の「フォ

ルマルシュタイン決定」51）と連邦憲法裁判所の「ゴッホ事件決定」52）の判旨に明

らかであり、通説となっている53）。また、この二つの決定は、教会の施設は傾

向経営体ではなく、教会施設への経営組織法の拡張適用は教会自律権を侵害す

ると判示している54）。

Ⅳ．教会固有の経営組織法としての被用者代表法

　経営組織法、職員代表法および共同決定法は、宗教団体およびその慈善・教

育の施設につき適用除外を定めている。連邦憲法裁判所は、「ゴッホ事件決定」

において、これを、ワイマール憲法137条３項の教会自律権の憲法上の保障に

より、教会が被用者とその代表機関の共同決定につき、自主的決定権を有する

趣旨と判示した55）。「病院法決定」においては、教会独自の共同決定法を、教会

の特別の観点を配慮し、教会の自己理解によって命じられた形式で実現できる

と判示した56）。連邦職員代表法112条は、宗教団体とその慈善・教育施設につき

適用除外を定め、教会に職員代表について独自の規則制定権を認めている。こ

の規定は、教会の裁量権を認めたのであって、義務を定めたものではない57）。
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この領域における教会の自主的立法については、その内容が教会の信仰に則っ

たものであること、社会国家秩序を実現するために、国の労働秩序との整合性

の保持が重要である58）。

　カトリック教会の領域では、1985年11月15日の司教会議総会において、被用

者代表法大綱法が制定され、1995年11月20日の法文で現在妥当している。福音

主義教会では、ドイツ福音主義教会被用者代表教会法律が、1998年11月５日の

改正法の形式で妥当している59）。

Ⅴ．教会内部の法的紛争の裁判上の保護

　教会の自律権の憲法的保障は、固有事務における法制定権限とともに自治的

制定法の統制権限を含む60）。教会は、その正しい法の適用を保障するために、

固有の教会裁判制度を創設することができる。教会の訴訟事件は、「すべての

人に適用される法律」の限界が問題になる限り、国の裁判権に服する61）。

　通常裁判権と行政裁判権は、教会職員の財産的請求権を根拠とする訴えを、

教会の法的救済あるいは教会法律の指定が欠落している場合に、適法としてい

るが、労働裁判所には、無制限に教会労働関係から生じる紛争において国の権

利保護が与えられる62）。労働裁判所は、訴訟物が労働関係から生じる法的紛争

の場合、それを判決手続によって決定する63）。教会法の適用が問題になる場

合、教会固有の法的統制権の憲法上の保障の趣旨から、労働裁判所は、教会法

を適用する権能と義務を有する。その場合、教会法の適用は、労働関係からの

紛争における先決問題の役割を果たす64）。

おわりに

　ドイツにおいては、基本法の中で教会条項を内容とする国家教会法を有し、

教会の自律権が憲法上保障され、法律においても適用除外を定める教会条項が

ある。教会も教会法と教会裁判所を有し、教会法である自主立法としての被用

者代表法により、教会法に基づく教会の自己理解に則った基準によって、労働

組合を有する被用者の労働関係を自主的に裁判手続によって解決する。この点

は明らかに我国と異なるが、宗教団体に憲法上の自律権が保障され、教義や規
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則につき国の裁判所はこれを尊重しなければならないこと。聖職者には特別の

地位が認められること。信者に一定の忠誠義務が課されること。宗教団体の規

則も、法秩序の基本原理（一般的恣意禁止、公序良俗）に反することは許され

ないことなどは参考になると思われる。

　しかし、それ以上に法的誠実性、即ち、民主主義原理や憲法上の義務の遵守

などの「不文の基準」を課せられるならば、国家の宗教的中立性の原理の厳格

な解釈という観点からは問題があると思われる65）。
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